
府庁生協

 公務員保険  　　　　は12月末で終了します

 新保険  　　　　　 へ 切替 を！
　　長らくご利用いただいていました「公務員賠償責任保険」は、引受会社である あいおいニッセイ同和損保㈱ との契約

　が１２月末で終了します。 そのため、１月から新たな保険「団体地方公務員賠償責任保険」をスタートさせます。

　　現在ご加入の皆様には、新たな保険への切替手続き（新規加入手続き）をお願いします。以下、切替についてのＱ＆

　Ａをご覧ください。府庁生協HPに手続き用 「ＱＲコード」 や 「手続き手順書」 をアップしています。

Ｑ： 切替手続き（新規加入手続き）をしないとどうなりますか？

Ａ： １２月末で公務員賠償責任保険が完全に終了します。自動更新・自動切替はされません。

〇終了後の期間に起因する訴訟は補償されませんが、１２月末までの保険期間に起因する

　訴訟については、期間終了後５年以内の提訴についてこの保険で補償されます。

Ｑ： 新しい保険はどのようなものですか？

Ａ： これまでと同じように公務に起因する訴訟に対する補償を行います。詳しくは、お配りする

新たな保険の緑色のチラシをご覧ください。なお、これまでと同様、京都府職員限定です。

Ｑ： 切替手続き（新規加入手続き）はどのようにしますか？

Ａ： お配りする緑色のチラシや府庁生協HPにあるQRコードから各自で新規加入手続きをしてください。

○ご加入手続きの際は「加入手続き手順書」（生協HPに掲載）を参照しながら行ってください。

○手続きの[所属団体]は[京都府庁生活協同組合]を選択してください。※[管理職会]は選ばないでください。

○あらかじめ 職員番号とメールアドレス（任意）を用意してすすめてください。

○また、パソコンからも申込みが可能です。URL: https://alpscard.co.jp/koumuinhoken/

Ｑ： 切替手続き（新規加入手続き）はいつまでにしないといけませんか？

Ａ： １２月２６日（金）までに行ってください。

○お手続きされると保険料は２０２６年２月の給与引きとなります。

Ｑ： この切替手続き（新規加入手続き）による保険期間は？　その後は自動更新ですか？

Ａ： 新しい保険は９月１日が更新日となります。したがって、今回の手続きによる保険期間は １月１日から

８月３１日までの８ケ月間となります。その後は１年ごとの自動更新となります。

Ｑ： 保険料はいくらですか？

Ａ： 保険料の年額は緑色のチラシに記載のとおりです。今回の切替手続き（新規加入手続き）時の保険料は

 [ 年額保険料÷１２月×８月  ] で算出した額になります。

○ケースにもよりますが、これまでの保険料より安くなります。(詳しくは緑色のチラシをご覧ください。）

Ｑ： 今までは加入していませんでしたが、今回 新しく加入したいのですが…。

Ａ： 新規の加入は大歓迎です。新規の加入も今回の切替手続き（新規加入手続き）と同じです。１２月２６

日（金）までに、府庁生協HPから手続きをしてください。
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